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	１　適用
	本仕様書は、土佐清水市が発注するとさしみずしファミリーサポートセンター運営業務の履行に関し、必要な事項を定め、適用するものである。
	２　業務名
	とさしみずしファミリーサポートセンター運営業務

	３　業務の目的
	地域において育児の援助を行いたい者と育児を受けたい者を会員として組織化し、会員相互の育児に関する援助活動を支援するファミリーサポートセンター（以下「センター」という。）について、円滑な業務が推進できるようにセンターの運営を行うことを目的とする。
	４　対象区域
	土佐清水市全域
	５　履行期間
	令和３年４月1日から令和6年３月31日まで（但し、毎年度末に審査委員会で評価し次年度以降の業務委託を決定する。履行期間終了後も同様とする。）
	６　センターの開設場所
	センターの事務所及び主たる活動場所を設置する。また、安全面に配慮した活動場所についての設置が難しい場合は、土佐清水市と協議の上決定する。ただし、当該事務所の賃借料等が発生する場合は受託者の負担とする。

	７　センターの開所時間等
	８　業務内容
	① 　業務内容、データ内容その他この業務委託により知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。また、許可なく複写又は複製してはならない。
	② 　業務遂行にあたり、個人情報の取り扱いについては土佐清水市個人情報保護条例に基づき適正な取り扱いを行うこと。
	③ 　業務履行の過程において、何らかの事故が発生した場合は、直ちに土佐清水市に報告し担当者の指示のもと対応すること。
	④ 　この仕様書に定めのない事項において疑義がある場合は、協議のうえ土佐清水市の指示に従うものとする。


